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３ 議 案

議案第２３４８号ほか ２件

４ そ の 他

５ 閉 会

１



目 次

１ 報 告

第１８７回宮城県都市計画審議会議案の処理結果について ……… ３

２ 議 案

議案第２３４８号 石巻広域都市計画道路の変更について ……… ４

議案第２３４９号 特殊建築物の敷地の位置について …………… ７

議案第２３５０号 特殊建築物の敷地の位置について …………… １１

２



第１８７回宮城県都市計画審議会議案の処理結果について

決定主体 議案番号 関 係 件 名 処 理 結 果

市町村

宮城県 第2345号 仙台市 平成29年11月10日仙塩広域都市計画下水道の変更につ

いて 宮城県告示第1006号

宮城県 第2346号 白石市 特殊建築物の敷地の位置について 平成29年11月1日

建築許可第H29-3号

宮城県 第2347号 岩沼市 特殊建築物の敷地の位置について 平成29年11月15日

建築許可第H29-4号

３
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議案 第２３４８号

石巻広域都市計画道路の変更について

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する

同法第１８条第１項

都市計画案：別紙のとおり



５ 

石巻広域都市計画道路の変更（宮城県決定） 

都市計画道路中３・４・１４号七窪蛇田線を次のように変更する。また、３・５・１９号運河内海橋

線を３・５・１９号山下内海橋線に名称を改め，次のように変更する。 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

理由 

石巻市では，東北地方太平洋沖地震及びその後に発生した津波等により甚大な被害を受けたことか

ら,平成２３年１２月に「石巻市震災復興基本計画」を策定している。計画においては，「災害に強い

道路交通ネットワークの構築」を目指すこととしており，道路網の見直しを行い緊急輸送道路等を優

先して整備を進めているところである。 

今回，緊急輸送道路である３・４・１４号七窪蛇田線について，３・５・１９号運河内海橋線との

交差部を現行の道路構造令に合わせるとともに，沿線地域の土地利用に配慮し，区域の変更を行い，

あわせて車線の数を定めるものである。 

また，３・５・１９号運河内海橋線は，起点部から３・４・１４号七窪蛇田線交差までを廃止し，

名称，起点位置，延長及び区域の変更を行うものである。 

種

別

名称 位置 区域 構造 

備 考 
番号 路線名 起点 終点 

主な 

経過地 
延長 

構
造
形
式

車
線
の
数

幅
員

地表式の区間 
における鉄道
等との交差の
構造 

幹
線
街
路

3･4･14 七窪 

蛇田線 

石巻市 

山下町 

二丁目 

石巻市 

蛇田字

新下沼 

石巻市 

中里 

四丁目 

約 2,720m 地

表

式 

2 車線 16m 幹線街路と平
面交差 4箇所 
JR 石巻線と立
体交差 2箇所 
･JR仙石線と立
体交差 1箇所 

区域の変更 
車線数の決定 

3･5･19 山下 

内海橋線 

石巻市 

山下町 

一丁目 

石巻市 

八幡町 

一丁目 

石巻市

穀町 

約 1,820m 地

表

式 

2車線 15m 幹線街路と平
面交差 4箇所 
幹線街路河南
川尻線と立体
交差 

名称変更 
起点位置変更 
延長変更 
区域の変更 
(変更前) 
名称:運河内海橋線 
起点:石巻市大街道
北四丁目 
延長:3,370m 
石巻臨港貨物線と立
体交差 1か所 
幹線街路河南川尻線
と立体交差 
幹線街路と平面交差
6箇所 



６ 

石

巻

広

域

都

市

計

画

道

路

の

変

更

（

石

巻

市

） 

起
点

：
石
巻

市
大
街

道
北
四
丁
目

 

終
点

：
石
巻

市
八
幡

町
一
丁

目
 

起
点

：
石
巻

市
山
下

町
一
丁
目

 起点：石巻市山下町二丁目 

終点：石巻市蛇田字新下沼 

3
・
4
･1

4
 
七

窪
蛇
田
線

 
L
=
約

2
,7

20m
 

W
=
1
6
m

 
N

=
2
車
線

 

N
=
-
車
線

 
至 女川 

石巻駅 

変更箇所拡大図 

3･5･19 

運河内海橋線 L=約3,370m 

W=15m N=2車線 山下内海橋線 L=約1,820m 



 

議案 第２３４９号  

 

 

 

特殊建築物の敷地の位置について 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠条文：建築基準法第５１条第１項ただし書き 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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特殊建築物の敷地の位置について 
 

 下記施設の敷地の位置について，都市計画上支障がないと認める。 

記 

施  設  名  称 川崎リサイクルセンター 

建   築   主 

 

刈田郡蔵王町大字円田字一戦場２０番地 

株式会社県南エコテック 代表取締役 丹野 将紀 

 

敷  地 

 

位  置 柴田郡川崎町大字支倉字仁田子１番１の一部、２番、２番２ 

面  積 9,908.86㎡ 

用途地域 指定なし 

 

建 築 物 

用  途 産業廃棄物中間処理施設 

工事種別等 新築 

構造，規模

等 

① 倉庫棟    鉄骨造 平家建 延べ面積   297.00㎡ 

② 倉庫棟    鉄骨造 平家建 延べ面積  180.00㎡ 

③ 倉庫棟     鉄骨造 平家建 延べ面積    91.09㎡ 

④ 管理事務所棟   木造 ２階建 延べ面積   139.11㎡ 

⑤ バイオマス発電棟 

        木造 平家建 延べ面積   141.60㎡ 

計  848.80㎡ 

 

処理施設 

 

 

処理内容 

 及び 

処理能力 

【産業廃棄物中間処理】 

木くずの破砕：266.8t/日 

 

処理方法 破砕機による破砕 

 

 

 

2007695le
タイプライタ
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特
殊
建
築
物
の
敷
地
の
位
置
に
つ
い
て

（

川
崎
町

）

議案第２３４９号

付近見取図川崎町立富岡中学校

町道 仁田子・支倉台線

県道 碁石・富岡線

計画地

計画地

位置図

配置図

0m 10m 20ｍ

0m 50m 100ｍ

0㎞ １㎞ 2㎞

住宅

住宅

川崎町

菅生PA

村田JCT

宮城川崎IC

計画地

国道２８６号線

県道 碁石・富岡線

川崎町立富岡中学校

支倉台団地
川崎町立富岡小学校

川崎町役場

釜 房 湖

釜房湖

９ 



参考

申請者名：

判　定 備　 　考

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

住民説明会 適　・　否

※「廃掃法」・・・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）
※「条例」・・・産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例（宮城県条例第１５１号）
※「要綱」・・・産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱（宮城県告示第３６５号）

１０

建築基準法第５１条の審査基準等チェックシート（処理施設）

株式会社県南エコテック

条　 　件

立地場所

１　立地について総合計画等に基づく土地利用計画上支障ない旨の市町村長
　の意見が付されている

２　用途地域は工業地域又は工業専用地域である

３　用途地域が準工業地域である場合，用途制限に適合する

４　白地地域（都市計画区域内で用途地域の指定のない区域）の場合

①概ね50戸以上の住宅が連担している集落から100ｍ以上離れている

②住居系の用途地域から100ｍ以上離れている

５　教育文化施設（学校、図書館等）から100ｍ以上離れている

６　医療施設（病院等）から100ｍ以上離れている

７　社会福祉施設（養護老人ホーム等）から100ｍ以上離れている

搬出入道路等

８　主たる搬出入口は幅員6ｍ以上の道路に面している

 （開発許可が必要な場合はその技術基準を満足している）

９　主たる搬出入道路は通学路と重複しない

 （通学路と重複する場合は歩道等の設置等安全が確保されている）

１０　主な幹線道路からの搬出入経路は十分な幅員を有する

 （施設の規模、交通量に応じる）

産業廃棄物処理施設
生活環境影響調査項目

（廃掃法第１５条第３項）

１１　飛散防止対策をしている

１２　敷地境界における騒音・振動について基準値を下回っている

１３　水質汚濁防止対策をしている

１４　悪臭防止対策をしている

１５　住民説明会を実施している（条例１４条、要綱７条）



議案 第２３５０号 

特殊建築物の敷地の位置について 

根拠条文：建築基準法第５１条１項ただし書き 

都市計画案：別紙のとおり 

2007695le
タイプライタ
１１



特殊建築物の敷地の位置について 

下記施設の敷地の位置について、都市計画上支障がないと認める。 

記 

施 設 名 称 産業廃棄物処理施設 

建   築  主 
仙台市青葉区木町通一丁目４番３号 

前田道路株式会社東北支店 支店長 戸崎 一範 

敷  地 

位  置 石巻市重吉町５番１の一部 

面  積 6,400.03㎡ 

用途地域 工業専用地域、臨港地区 

建 築 物 

用  途 産業廃棄物中間処理施設 

工事種別 用途変更 

構造、規模等 

事務所 鉄骨造 平屋建 延べ面積 51.61㎡（既存） 

トイレ 鉄骨造 平屋建 延べ面積  7.92㎡（既存）

倉庫① 鉄骨造 平屋建 延べ面積  9.00㎡（既存） 

倉庫② 鉄骨造 平屋建 延べ面積  9.66㎡（既存） 

処理施設 

処理内容 

及び 

処理能力 

【産業廃棄物中間処理】（5t／日を超える場合に許可が必要） 

がれき類（コンクリート、アスファルト）の破砕：600ｔ／日 

処理方法 破砕機による破砕 

2007695le
タイプライタ
１２



議案第　　２３５０号

特
殊
建
築
物
の
敷
地
の
位
置
に
つ
い
て 

（石
巻
市
） 

付近見取図 

東
松
島
市

申請位置 

石 巻 港 

尼崎製罐 

トラック協会

白謙かまぼこ 

重吉興業 

解体 イメリスミネラル

配 置 図 

事務所（既存） 

臨
港
道
路
北
8
号
線
（幅
員
9
ｍ
） 

トイレ（既存）

倉庫①（既存） 

倉庫②（既存） 

再生アスファルト合材貯蔵施設（既存） 

破砕処理施設 

側 溝 側 溝 側 溝 

縮尺：１／５００ 

入 口 

出 口 

アスファルト舗装 

位 置 図 

申請位置 

搬入経路 

搬入経路 

大曲小学校 

青葉中学校 

仙石病院 

釜小学校 
健育会病院 

大街道小学校 

県
道
石
巻
港
イ
ン
タ
ー
線 

500m 

100m 

鋼板フェンス（H1250） 

鋼
板
フ
ェ
ン
ス
（

H
1

25
0
）

鋼
板
フ
ェ
ン
ス
（H

1
2

5
0）

 

コンクリート壁

コンクリート壁

コンクリート壁

コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
（

H
19

00
）

１３



参 考  

 

建築基準法第５１条の審査基準等チェックシート（処理施設） 

 

   申請者名 ： 前田道路株式会社東北支店            

 

 

 ※「廃掃法」・・・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

 ※「条 例」・・・産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例（宮城県条例第 151号） 

 ※「要 綱」・・・産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱（宮城県告示第 365号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 

立地場所 

条          件 判 定 備   考 

１ 立地について総合計画等に基づく土地利用計画上支障ない旨の市町村長 

の意見が付されている 
○適  ・ 否 

 

２ 用途地域は工業地域又は工業専用地域である ○適  ・ 否 
 

３ 用途地域が準工業地域である場合、用途制限に適合する 適 ・ 否  

４ 白地地域（都市計画区域内で用途地域の指定のない区域）の場合   

 ① 概ね50戸以上の住宅が連担している集落から100ｍ以上離れている 適 ・ 否  

 ② 住居系の用途地域から100ｍ以上離れている。 適 ・ 否  

５ 教育文化施設（学校、図書館等）から100ｍ以上離れている ○適  ・ 否 
 

６ 医療施設（病院等）から100ｍ以上離れている ○適  ・ 否 
 

７ 社会福祉施設（養護老人ホーム等）から100ｍ以上離れている ○適  ・ 否 
 

搬出入道路等 

８ 主たる搬出入口は幅員6ｍ以上の道路に面している 
○適  ・ 否 

 

（開発許可が必要な場合はその技術基準を満足している） 

９ 主たる搬出入道路は通学路と重複しない 
○適  ・ 否 

 

（通学路と重複する場合は歩道の設置等安全が確保されている） 

１０ 主な幹線道路からの搬出入経路は十分な幅員を有する 
○適  ・ 否 

 

（施設の規模、交通量に応じる）  

産業廃棄物処理施設 

生活環境衛生調査項目 

（廃掃法第１５第３項） 

１１ 飛散防止対策をしている ○適  ・ 否 
 

１２ 敷地境界における騒音・振動について基準値を下回っている 適 ・ 否  

１３ 水質汚濁防止対策をしている 適 ・ 否  

１４ 悪臭防止対策をしている 適 ・ 否  

住民説明会 １５ 住民説明会を実施している（条例14条、要綱7条） ○適  ・ 否 
 


	1-5_議案書表紙
	6_議案書：総括図（七窪蛇田線）
	スライド番号 1

	7-８川崎
	9_県南エコテック審議会資料-3
	10-12石巻
	13_位置図等
	14チェックシート



